
平成３０年本庄市議会第２回定例会会期予定表

自 ５月２８日 ～ 至 ６月２０日 ２４日間

※ 一般質問（会派代表）は、自由民主党本庄クラブ、市議団 大地、公明党、市議団未来の順に行います。

※ 一般質問通告書は、会期第４日の５月３１日（木）正午までに提出してください。

※ 本会議の日程は、議事の都合により変更になることがあります。

区 分 月 日 曜 日 開 議 議 事

第 １ 日 ５月２８日 月曜日 午前１０時

○ 開 会

○ 会議録署名議員の指名

○ 会期の決定

○ 諸報告

○ 市長提出議案の上程

○ 議案に対する提案理由の説明

○ 議案に対する議案内容の説明

第 ２ 日 ５月２９日 火曜日 午前１０時

○ 請願の常任委員会付託

○ 議案に対する質疑・一部議案の即決

○ 議案の常任委員会付託

第 ３ 日 ５月３０日 水曜日 ○ 休 会

第 ４ 日 ５月３１日 木曜日 ○ 休 会

第 ５ 日 ６月 １日 金曜日
○ 休 会 （常任委員会）総務委員会

（常任委員会）厚生文教委員会

第 ６ 日 ６月 ２日 土曜日 ○ 休 会 （土曜休会）

第 ７ 日 ６月 ３日 日曜日 ○ 休 会 （日曜休会）

第 ８ 日 ６月 ４日 月曜日 ○ 休 会 （常任委員会）建設産業委員会

第 ９ 日 ６月 ５日 火曜日 ○ 休 会

第１０日 ６月 ６日 水曜日 ○ 休 会

第１１日 ６月 ７日 木曜日 ○ 休 会

第１２日 ６月 ８日 金曜日
○ 休 会（特別委員会）17号バイパス及び幹線道路整備対

策特別委員会

第１３日 ６月 ９日 土曜日 ○ 休 会 （土曜休会）

第１４日 ６月１０日 日曜日 ○ 休 会 （日曜休会）

第１５日 ６月１１日 月曜日 ○ 休 会

第１６日 ６月１２日 火曜日 ○ 休 会

第１７日 ６月１３日 水曜日 ○ 休 会

第１８日 ６月１４日 木曜日 午前9時30分 ○ 一般質問

第１９日 ６月１５日 金曜日 午前9時30分 ○ 一般質問

第２０日 ６月１６日 土曜日 ○ 休 会 （土曜休会）

第２１日 ６月１７日 日曜日 ○ 休 会 （日曜休会）

第２２日 ６月１８日 月曜日 午前9時30分 ○ 一般質問

第２３日 ６月１９日 火曜日 ○ 休 会

第２４日 ６月２０日 水曜日 午前１０時

○ 請願の常任委員長報告・質疑・討論・採決

○ 特別委員長報告・質疑・討論・採決

○ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決

○ 閉 会



平成３０年第２回定例会議案一覧
市長提出議案
（平成３０年５月２８日提出 １２件）

議案番号 件 名 提案理由・要旨

第49号議案
本庄市税条例等の一部を改正する条

例

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。

第50号議案
本庄市都市計画税条例の一部を改正

する条例

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の

改正をしたいので、この案を提出するものである。

第51号議案

本庄市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提

出するものである。

第52号議案
本庄市介護保険条例の一部を改正す

る条例

介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をした

いので、この案を提出するものである。

第53号議案

本庄市指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例

介護保険法施行規則及び指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。

第54号議案 工事請負契約の締結について

本庄市立本庄東小学校トイレ改修工事請負契約を締結し

たいので、本庄市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案

を提出するものである。

第55号議案
専決処分の承認を求めることについ

て

本庄市税条例の一部を改正する条例について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので同条第３項の規

定により、これを報告して承認を求める。

第56号議案
専決処分の承認を求めることについ

て

本庄市都市計画税条例の一部を改正する条例について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第

３項の規定により、これを報告して承認を求める。

第57号議案
専決処分の承認を求めることについ

て

本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同

条第３項の規定により、これを報告して承認を求める。

第58号議案
本庄市固定資産評価員の選任につき

同意を求めることについて

地方税法第４０４条第２項の規定により本庄市固定資産

評価員として 飯塚 正英 氏を選任したいので、この

案を提出するものである。

第59号議案
人権擁護委員候補者の推薦につき意

見を求めることについて

人権擁護委員 関和 成昭 氏が平成３０年９月３０日

をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第６条第

３項の規定により人権擁護委員の候補者として関和 成

昭 氏を推薦したいので、この案を提出するものである。

第60号議案
平成３０年度本庄市一般会計補正予

算（第１号）

補正予算額 △７０３，３９８，０００円

総額 ２６，９４７，６０２，０００円

地方債の補正



本庄市長定例記者会見（平成３０年５月２８日） 資料№２

「本庄市後見ほっとライン」の開設について

全国初！官民協働による成年後見制度に関する

電話相談窓口を設置します。

本庄市では、判断能力が不十分な方やその家族等が、住み慣れた地域で、幸せで自分ら

しい生活を送ることができる地域づくりの一環として、平成３０年６月 1 日から「本庄市

後見ほっとライン」を開設します。

なお、本事業は、綜合警備保障株式会社及び一般社団法人後見の杜が実施するモデル事

業を本庄市と協働し実施するものです。

その他 資料「チラシ（1 枚）」

問合せ先

○本件記事に関すること 福祉部地域福祉課地域福祉推進係 担当：五十嵐・井田

電 話：０４９５（２５）１１４２

○広報全般に関すること 企画財政部広報課 担当：鳥羽

電 話：０４９５（２５）１１５５

本庄市後見ほっとライン概要
成年後見に関する相談は、その制度の分かりづらさや、対象となる方に必

ずしもメリットのある制度ではないことから、相談者にとってハードルが高

いものです。これまで、本庄市が行ってきた成年後見に関する相談窓口は、

直接的な窓口相談のみであり、また、窓口開設時間も月に数度と限定された

ものであったことから、相談件数は低迷していました。

そこで、成年後見専門のオペレーターを配置し、より中立的かつ、相談者

が気軽に相談できる電話相談窓口として、本庄市後見ほっとラインを設置す

るものです。

本庄市後見ほっとラインでは、日常的に起こり得る、金銭トラブルや財産

管理における悩み事の相談受付や、後見等の必要性の査定、後見等に係る費

用の試算等を行います。

○対 象 者： 本庄在住の方及び判断能力が不十分な本庄市在住のご家族

がいる方

○実施期間： 平成３０年６月１日～

○受付時間： 平日 午前９時～午後５時

○相 談 料： 無料

○電話番号： ０１２０－２３５－８３３（フリーダイヤル）



!!
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本庄市長定例記者会見（平成３０年５月２８日） 資料№３

本庄市では、土砂災害防止月間（６月）の取り組みとして、土砂災害・全国統一防災

訓練に合わせて「平成３０年度本庄市土砂災害に対する全国統一防災訓練」を実施します。

問合せ先

○本件記事に関すること 市民生活部危機管理課危機管理係 担当：小浦方

電話 ０４９５（２５）１１８４

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

本訓練は、平成１９年度から実施しており、今年度で１２回目となります。

１．目的

市内の土砂災害警戒区域等において、住民参加による実践的な訓練を行い、

土砂災害に対する避難体制の強化と防災意識の向上を図ることを目的として実施

します。

２．実施日及び時間

実 施 日 平成３０年６月３日（日）（全国統一実施日）

実施時間 ９時００分～１２時３０分

３．訓練対象地区

土砂災害警戒区域等の指定地域を対象に実施

今年度対象地区：本庄市児玉町高柳地区

避難所：児玉文化会館（セルディ）

４．訓練参加機関等

① 対象地区の住民、自治会役員、

民生・児童委員、自主防災隊

② 本庄市、児玉郡市広域消防本部、本庄市消防団、児玉警察署

③ 埼玉県

④ 国土交通省

⑤ 社会福祉法人児玉福祉会 特別養護老人ホームオルトビオス児玉ホーム

５．訓練内容

本庄市児玉町高柳地区において土砂災害が発生する想定で、情報伝達訓練、

避難訓練等を行います。また、避難訓練の実施後、土砂災害に関する講習会等を

行います。

平成３０年度

本庄市土砂災害に対する全国統一防災訓練を実施します。



本庄市長定例記者会見（平成３０年５月２８日） 資料№４

あすチャレ！スクールが４小学校で行われます

あすチャレ！スクールは、日本財団パラリンピックサポートセンターが事務局となり、

子供たちにとって貴重な学びの機会を提供する体験型授業で、誰もが夢と希望を持って

いきいきと過ごせる社会を創る“明日へのチャレンジ”、略して、「あすチャレ！」のスク

ールです。

全国でも要望の多い事業で、今年度、本庄市は採択され開催できることになりました。

パラリンピック元日本代表選手と共にスポーツ体験を通じて、リアルな声を聴くことで、

人間の多様性を認め合い、人間の強さや凄さを子供たちが身をもって体験し、そこから心

が動き、新たな学びに繋げることが目的の事業です。

その他：あすチャレ！スクールの説明資料

日本財団ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ HP https://www.parasapo.tokyo/asuchalle/school/

問合せ先

○あすチャレ！スクールの概要に関すること 企画財政部企画課 担当：武正、佐藤

電話 ０４９５（２５）１１５７

○当日の実施内容、撮影等に関すること 学校教育課指導係または各小学校

学校教育課 担当：石井 電話 ０４９５（２５）１１８３

北泉小学校：西田教頭 電話 ０４９５（２２）３７９１

金屋小学校：海野教頭 電話 ０４９５（７２）１１６８

共和小学校：加藤教頭 電話 ０４９５（７２）１３４９

旭小学校：中島教頭 電話 ０４９５（２２）３４６３

○広報全般に関すること 企画財政部広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

本庄市は盲目の国学者・塙保己一の生誕の地でもあることから、障害者と健常者

との共生社会の実現を目指しております。

「あすチャレ！スクール」という貴重な体験型授業を通じ、先生や子供たちに障

がいの考え方や他人のことを自分ごととして考える心、そして、可能性に挑戦する

勇気の素晴らしさを学ぶことにより、誰もが夢と希望を持って、いきいきと過ごせ

る社会創りに取り組むものです。

（日時・場所）

（内 容）①②については、パラリンピック男子車いすバスケットボール元日本

代表の神保講師、③④はシドニーパラリンピック男子車いすバスケットボー

ル日本代表キャプテンの根木講師による講話や車いすバスケットボール大会

で生徒、先生による車いすバスケットボールの体験を行います。

日 時 場 所 対象

① 6／25（月）13：40～（90 分） 本庄市立北泉小学校 生徒・先生

② 6／26（火） 9：40～（90 分） 本庄市立金屋小学校 生徒・先生

③ 6／27（水）10：40～（90 分） 本庄市立共和小学校 生徒・先生

④ 6／28（木）13：50～（90 分） 本庄市立旭小学校 生徒・先生

⑤ 6／27（水）午後（開始時刻未定） 本庄市立共和小学校 先生



本庄市長定例記者会見（平成３０年５月２８日） 資料№５

「父子チャレンジ・クッキング」の開催について
ちち こ

～ おとう飯作りに挑戦！ ～
はん

男女共同参画セミナーとして「父子チャレンジ・クッキング」を開催します。
ちち こ

父の日に、親（父）子で参加し、「おとう飯」作りに挑戦して、できあがった料理をお子
はん

さんと一緒に召し上がっていただく内容となっています。

挑戦していただく料理は、パパのラタトゥイユ、パパのゼリージュース等です。

※ 「おとう飯」とは、男性の料理への参画促進を目的としたキャンペーンで実施されて
はん

いる、手早く、簡単に、リーズナブルな食材と家にある調味料を使い、最後の後片付け

までを行う料理のことです。

問合せ先

○本件記事に関すること 市民生活部 市民活動推進課 担当：片貝、光山

電話 ０４９５－２５－１１１８

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

「父子チャレンジ・クッキング」

日 時：６月１７日（日）午前９時３０分～正午

会 場：はにぽんプラザ キッチンスタジオ

講 師：布施敏子先生ほか

対 象：小学生と父親

定 員：8組(先着順)※1 組につき小学生 2 名まで



本庄市長定例記者会見（平成３０年５月２８日） 資料№６

梅の実収穫祭の開催について

梅雨入り直前の恒例となりました「梅の実収穫祭」を今年も開催いたします。

毎年、晴れていれば２００人以上のご参加があり、準備体操（健康体操）の後、一斉に

梅の実の収穫を行います。

収穫された梅はご自身でご自宅にお持ち帰りいただき、梅干し、梅酒、梅ジュースなど

さまざまに楽しみ、健康に役立てていただければと思います。

問合せ先

○本件記事に関すること 公園指定管理者 清香園・東京ドームスポーツ共同体

代表者 ㈱清香園 担当：高田

電話 ０４９５（２２）３４１４

都市整備部都市計画課施設公園係 担当：野口

電話 ０４９５（２５）１１３７

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

（梅の実収穫祭）

開催日時：平成３０年６月９日（土）午前９時～１１時
※結実量によっては、早く終了する場合があります。

※雨天決行

会 場：本庄総合公園梅の園

集合場所：本庄総合公園芝生広場

参 加 費：無料

〈結実が少ない場合〉

収穫袋をお一人様に 1枚お渡しします。

皆さんで楽しみを分けあう為、収穫量の制限（収穫袋お１人様１枚分）を

設けます。

○収穫にあたってのルール

・商用目的の方はご遠慮ください。

・脚立の使用は禁止します。

・枝は折らないでください。

・木に登ったり、揺すったりしないでください。

・収穫時に使用する棒は用意してあります。



本庄市長定例記者会見（平成３０年５月２８日） 資料№７

「アートな交流会」の開催について

芸術を通して再発見する街の魅力！

アートでつながる人と人！

（公社）こだま青年会議所では、芸術をテーマに住民参加型のまちづくりについて、

先進事例を対談形式に学習し、講師と講演会参加者による交流会を開催します。

今回は、前橋市で官・民連携のイベントやデザインの力をまちづくりに取り入れた数多

くの活動を行っている住友文彦氏と橋本薫氏のお二人をお招きし、これまでの経験を対談

形式で分かりやすくお話しいただき、交流会では、参加者が今後地域で取り組む活動への

アドバイス等をいただく予定です。

ぜひ、ご来場いただきますよう関係者一同お待ちしております。

問合せ先

○本件記事に関すること

主催者：公益社団法人こだま青年会議所

地域活力創造委員会 委員長 八木雅之

電話 ０９０－７４２０－０２３６

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

日時：平成３０年６月２１日（木）午後６時～８時

受付：午後５時３０分

場所：旧本庄商業銀行煉瓦倉庫

講師：アーツ前橋館長 東京藝術大学大学院准教授

住友文彦氏

一般社団法人前橋まちなかエージェンシー代表理事

橋本薫氏

内容：第１部 対談

第２部 交流会

※詳細は、別添パンフレットをご覧下さい。

主催：公益社団法人こだま青年会議所
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本庄市長定例記者会見（平成３０年５月２８日） 資料№８

本庄拠点地域映画「たった一度の歌」劇場公開について

２０１１年に公開された、「ＪＡＺＺ爺ＭＥＮ」に続く第２弾の本庄拠点地域映画

「たった一度の歌」がこのほど完成し、６月２２日（金）からユナイテッド・シネマ

ウニクス上里、ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷（川越市）、ユナイテッド・シネマ

アシコタウンあしかが（足利市）で劇場一般公開されます。

○その他

プレスリリースを添付

問い合わせ先

○本件記事に関すること

「たった一度の歌」製作委員会 担当：川上

電話 ０９０－２６３３－７５０５

彩の国本庄拠点フイルムコミッション事務局（本庄商工会議所内 担当：蓮沼）

電話 ０４９５（２２）５２４１

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽

電話 ０４９５（２５）１１５５

メガホンは前作と同じ宮武由衣監督（早稲田大学大学院本庄キャンパス卒業）。

地元本庄在住の清水章吾が特別出演のほか田嶋高志（本庄市出身）も出演し、

映画を盛り上げている。

実在する農業合唱団をモデルのこの映画、一度聴くと、つい口ずさみたくなる

劇中歌「永遠の川」のメロデイやこの地域の原風景も織り込まれ、ご当地映画を超

えた作品になっている。

日 時 ／平成３０年６月２２日～（３週間の予定）

場 所 ／ユナイテッド・シネマ ウニクス上里ほか

内 容 ／別添チラシのとおり










